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（午後６時２９分 開会） 

○宮澤事業推進担当課長 定刻になりましたので、平成２８年度第１回東京都周産期医療

協議会を開催いたします。 

先生方におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきまして大変ありがとうござい

ます。 

  私は、事業推進担当課長の宮澤と申します。よろしくお願いします。それでは、議事

に入るまでの間、進行を務めさせていただきます。着座にて失礼いたします。 

  はじめに、開催に当たりまして、福祉保健局技監、笹井からご挨拶を申し上げます。 

○笹井福祉保健局技監 福祉保健局技監の笹井でございます。 

  開催に当たりまして、一言ご挨拶をいたします。日ごろから東京都の周産期医療の推

進にご尽力を賜り、御礼申し上げます。 

  さて、東京都では、平成２７年３月に改定を行いました、東京都周産期医療体制整備

計画に基づきまして、周産期医療体制の確保に努めているところでございます。今年度

も、本協議会のもとに設置いたしました周産期搬送体制検証部会におきまして、藤井部

会長を中心に、スーパー母体救命や周産期搬送コーディネーターによる搬送調整の仕組

み、胎児救急搬送システムなどについてご議論をいただき、より円滑な周産期搬送シス

テムの運営を目指してまいりました。 

  また、国におきましては、次期医療計画の策定に向けましての指針が出される予定と

なっており、都におきましても、東京都保健医療計画の第６次改定に向けまして準備を

進めているところですが、周産期医療についても国の指針を踏まえた見直しが必要にな

ります。本日は、東京都保健医療計画と周産期医療体制整備計画の見直しについて、周

産期医療に関わる委員の皆様からご意見を頂戴できればと考えております。 

  今後とも、都の周産期医療の推進にご指導、ご協力をくださいますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

  簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

○宮澤事業推進担当課長 それでは、委員の皆様方の出欠の状況を報告いたします。本来

ですと、委員の先生方お一人お一人をご紹介すべきところではありますが、席次表と資

料１の委員名簿をご参照いただき、本日の会議から新たにご就任いただいた委員のみご

紹介いたします。 

  公益社団法人東京都助産師会専務理事の今村委員です。 

○今村委員（東京都助産師会） よろしくお願いいたします。 

○宮澤事業推進担当課長 東京消防庁救急部救急医務課長の緒方委員です。 

○緒方委員（東京消防庁救急部） 緒方でございます。よろしくお願いします。 

○宮澤事業推進担当課長 また、救命救急部門の代表としまして、日本大学の木下先生に

ご出席いただいています。 
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○木下教授（日本大学） 日本大学の木下です。よろしくお願いします。 

○宮澤事業推進担当課長 まだ何人かいらっしゃっていない委員もいますが、遅れて到着

すると伺っております。それでは、よろしくお願いします。 

  続きまして、配付資料の確認をいたします。お手元の資料をご覧ください。資料は資

料１から資料１３までと、参考資料１から参考資料９までがございます。 

  資料３が母体救命対応総合周産期母子医療センターの指定について、資料４と資料５

が県域を越えた周産期搬送体制について、資料６が保健医療計画及び周産期医療体制整

備計画の改定について、資料７が災害時の周産期医療について、資料８が新たな部会の

設置について、資料９が胎児救急搬送システムの実績について、資料１０－１と１０－

２が母体救命搬送システムの実績について、資料１１－１と１１－２が周産期搬送コー

ディネーターの実績について、資料１２が平成２８年度ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支

援の取組について、資料１３が搬送調整依頼書の変更について、となります。 

  資料等、欠けているものがありましたらお知らせください。 

  本日の会議ですが、資料２、要綱第８に基づきまして、会議及び会議に関する資料、

会議録は全て公開となっています。 

  本日の終了時刻は、概ね午後８時を予定しています。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

それでは、これからの進行は、楠田会長にお願いいたします。 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、平成２８年度の第１回の東京都周産期医療

協議会を始めたいと思います。大分、年度末になっておりますけども、これが平成２８

年度の第１回の協議会ということになります。 

今、事務局から説明がありましたように、いろいろと協議事項もありますし、報告事

項もありますが、概ね１時間半ぐらいで予定しておりますので、ご協力よろしくお願い

します。 

それでは、最初の議題であります、母体救命対応総合周産期母子医療センターの指定

（新規・継続）について、事務局から資料の説明をよろしくお願いします。 

○事務局 周産期医療担当の須永でございます。いつもお世話になっております。 

それでは、資料３の母体救命対応総合周産期母子医療センターの指定についてご説明

いたします。 

まず、平成２８年度の新規指定についてでございます。今年度、母体救命対応総合周

産期母子医療センター、いわゆるスーパー総合周産期センターにつきまして、区部３施

設、多摩２施設の合計５施設を指定しているところですが、年度内に新たに１施設を指

定いたしまして、一層の母体救命搬送体制の強化を図ってまいりたいと考えております。 

新規指定施設といたしましては、墨田区にございます都立墨東病院を予定しておりま

す。周産期の搬送ブロックでは、区東部のブロックに該当いたします。総合周産期母子

医療センターとして、ＭＦＩＣＵ９床、ＮＩＣＵ１５床、ＧＣＵ３０床を有し、高度救
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命救急センターでもあります。指定の時期については、現在、２月までＭＦＩＣＵの改

修工事を行っておりまして、その工事に伴う諸手続が３月下旬に完了予定となっており

ますので、事務局側で工事が全て完了したことを確認することを条件に、３月下旬に指

定をしてまいりたいと考えております。 

続きまして、平成２９年度の母体救命対応総合周産期母子医療センターの指定につい

てでございます。現在も指定されている昭和大学病院、日本赤十字社医療センター、日

本大学医学部附属板橋病院、都立多摩総合・小児総合医療センター、そして杏林大学医

学部付属病院の計５施設につきましては、運営状況も問題なく、受入実績もこれまで同

様のご協力をいただいているところでございます。この５施設に平成２８年度末に指定

予定の都立墨東病院を加えた６施設を継続して指定したいと考えております。 

以上、平成２８年度の新規指定と平成２９年度の継続指定について、よろしくお願い

いたします。 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、まず初めに、平成２８年度に新たに都立墨

東病院を母体救命対応総合周産期母子医療センターとして指定することに関しまして、

どなたかご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） 本日、墨東病院の先生がいらっしゃらないんですけれ

ども、現在工事中で、２月末には工事が終わり、３月中には一応準備ができ、３月末の

新たな新規の指定になりますけども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、ご異議がないようですので、新たに平成２

８年度に都立墨東病院を指定するということにさせていただきます。 

続きまして、この母体救命対応総合周産期母子医療センターは、毎年一年ごとに指定

をしておりますので、先ほどの墨東病院を含めて平成２９年度は６施設を継続して指定

するということに関して、ご意見どうでしょうか。よろしいですか。 

（異議なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） では、ご異議ないようですので、平成２９年度は新た

に加わった墨東病院を含めて６施設を指定するということにさせていただきます。あり

がとうございました。 

  では、続きまして、次の議題に移りたいと思います。次は、県域を越えた周産期搬送

体制の構築について、まず資料の説明を事務局からお願いします。 

○事務局 それでは、資料４、県域を越えた周産期搬送体制の構築について（案）につい

て説明いたします。 

  他県からの県域を越えた周産期搬送としましては、平成２４年１月から神奈川県、平

成２６年４月から埼玉県との間で、連携の試行という形で開始しておりますが、東京都

周産期医療体制整備計画では、千葉県につきまして、相互の周産期搬送体制等について
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情報共有を行うとともに、ルールづくりなどについて検討を行うこととしております。

ついては、千葉県との間で広域搬送体制を構築・試行することにより、都外搬送の円滑

化、それから搬送時間の短縮及び医師の負担軽減を図りたいと考えております。 

  実施方法の詳細については、Ａ３判の資料５をご覧ください。基本的な搬送の仕組み

は、神奈川県や埼玉県と同じになっております。対象となりますのは、県域を越えて搬

送可能であると医師が判断した、原則として２２週以降の母体搬送で、一般通報と新生

児搬送は対象外となります。また、自都県内で搬送先が見つからない場合が対象となり

ます。 

搬送の調整については、都は東京都周産期搬送コーディネーターが、千葉県は母体搬

送コーディネーターが窓口となり行います。 

  母体搬送の流れについては、３ページ目の流れ図をご覧ください。左側が千葉県から

東京都へ、右が東京都から千葉県へ母体搬送する際の流れ図となっております。都の各

搬送元産科施設等は、各ブロックの総合周産期センターを通じてコーディネーターに依

頼を行います。 

  一方、千葉県は、ブロック総合のような仕組みがございませんので、搬送元が直接コ

ーディネーターに依頼する形になります。千葉県のコーディネーターは、亀田総合病院

と東京女子医科大学附属八千代医療センターに配置されておりますけれども、８時から

１７時までが亀田総合、１７時から翌朝の８時までが女子医八千代という形で、時間帯

によってコーディネーターの配置箇所が変わる仕組みになっております。 

  また、戻り搬送について、２ページ目をご覧ください。戻り搬送の対象は、この本試

行によって、県外医療機関に救急搬送された後、急性期を過ぎ、県内の医療機関へ転院

が可能と医師が判断した場合の母体と、その母体から生まれた新生児も対象になります。

戻り搬送を希望する場合には、神奈川、埼玉と同じように、戻り搬送を希望する数日前

から１週間くらい前に余裕を持って、都内であれば都のコーディネーターにご連絡いた

だき、都のコーディネーターから千葉県のコーディネーターに戻り先の調整を依頼する

という流れになります。なお、搬送手段は、搬送元と搬送元の医療機関で協議の上決め

ていただく形になります。 

  試行の開始は、平成２９年４月１日を予定しております。千葉県では周産期医療審議

会が１２月２０日にあり、その場でこの件については既に承諾がされております。 

  以上でございます。 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、千葉県との県域を越えた周産期搬送体制の

構築に向け、その案をご説明いただき、今年の４月から試行的に開始するということで

すけども、ご意見ございますでしょうか。既に神奈川県と埼玉県と始めており、次は千

葉県ということで、東京都に接する他県についてはこれで一応搬送体制ができ上がると

いうことになりますけれども、ご意見、どうでしょうか。 

はい、どうぞ、中井先生。 
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○中井委員（日本医科大学） 日本医科大学の中井でございます。 

戻り搬送のことでご確認したいんですけども、イメージ図の中の東京都の周産期セン

ターというのは必ずしも総合周産期ではない周産期センターに他県の搬送が起こること

があるわけですけれど、その場合、戻り搬送を希望するときは、コーディネーターに直

接ってなっていますが、一応、総合周産期からしかコーディネーターにアクセスを通常

しないので、そういう場合はどうするのでしょうか。細かなことで申し訳ありません。 

○事務局 都内から千葉に戻るときですよね。 

○中井委員（日本医科大学） はい。 

○事務局 現在、埼玉と神奈川への戻り搬送についても直接コーディネーターへ依頼をし

てもらっています。 

○中井委員（日本医科大学） そうなんですよね。 

○事務局 はい。ですので、基本的にブロック総合しかコーディネーターの連絡先は知ら

ないことになっていますが、戻り搬送については直接依頼をしてもらっています。 

○中井委員（日本医科大学） 直接依頼というのは、直接、都のコーディネーターにアク

セスしてよいということですか。 

○事務局 そのような形で依頼をしていただいています。 

○楠田会長（東京女子医科大学） よろしいですか。そういう場合は直接依頼していただ

くこともあるということになるかと思います。 

  あと、戻り搬送の場合は、病院救急車か民間救急車を使うことになると思いますけれ

ども、それについては、両者の間で検討していただくことになるかと思います。 

  ほかにご意見よろしいですか。 

  それでは、今年の４月から千葉県との間に県域を越えた周産期搬送体制の構築に向け

た試行を行うということで、ご異議がないようでしたら、この協議会でお認めいただい

たということにさせていただきます。よろしいですか。 

（異議なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） ありがとうございます。それから、４月から試行とい

うことにさせていただきます。 

  続きまして、周産期医療体制整備計画改定部会及び災害時周産期医療体制検討部会の

設置について、資料の説明を事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 では、部会の設置について、まずは資料６の保健医療計画及び周産期医療体制

整備計画の改定をご覧ください。周産期医療体制整備計画につきましては、平成２２年

１月に国が改定した「周産期医療体制整備指針」に基づき、平成２２年１０月に計画を

策定し、計画期間満了に伴い、平成２６年度に「周産期医療体制整備計画策定部会」を

設置いたしまして、平成２７年度から周産期医療体制の中長期的な整備方針の検討を行

い、平成２７年３月に改定をしております。 

  今般、国では平成３０年度からの医療計画の見直しに向けまして指針を出す予定とな
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っておりますが、周産期医療につきましては、周産期医療体制整備計画を医療計画に一

本化するということとなっておりまして、これに伴い周産期医療体制整備指針も医療計

画の指針に一本化する予定となっております。 

  ここで課題となりますのが、現在別々にある東京都保健医療計画と東京都周産期医療

体制整備計画を今後どのように扱っていくかということになります。東京都保健医療計

画と東京都周産期医療体制整備計画は、形式上は別計画といたしますが、内容を整合さ

せまして、実質的には一体のものとして扱いたいと考えております。 

  また、東京都周産期医療体制整備計画の計画期間は、現在平成３１年度までの５年間

の計画となっており、計画期間は満了しておりませんが、国の次期医療計画見直しに向

けた指針を踏まえまして、周産期医療体制整備計画の一部改定も行いたいと考えており

ます。 

  それから、計画期間についてですが、次期東京都保健医療計画の計画期間が、従来の

５年から６年に延長されることに伴い、一部改定を行う周産期医療体制整備計画につき

ましても、計画期間を平成３０年度から３５年度までの６年間といたしまして、両計画

の計画期間が一致するようにしたいと考えておりますが、計画期間の途中であっても必

要に応じて見直しは行っていきたいと考えております。 

  そして、周産期医療体制整備計画の一部改定に向けた検討を行うに当たりましては、

周産期医療体制整備計画改定部会を設置したいと考えております。 

改定のスケジュールにつきましては、資料の下段にあるとおりです。並行して改定作

業を行う東京都保健医療計画と内容をリンクさせながら進めていく予定です。 

  続きまして、資料７をご覧ください。Ａ４判の資料になります。災害時の周産期医療

についてです。先ほどご説明した国の指針には、「災害時小児周産期リエゾン」の養成

等、災害時の妊産婦・新生児等への適切な対応が可能な体制構築について記載される見

込みとなっております。 

  また、今年度から、災害時小児周産期リエゾン研修の事業を開始しております。災害

時小児周産期リエゾンとは、大規模災害発生時に妊婦や乳幼児に関する情報を収集し、

ＤＭＡＴや災害医療コーディネーターに対して適切な情報提供を行うなどの役割を担う

人たちのことです。厚生労働省では、産婦人科医や看護師らを対象として研修を行い、

平成２８年度中に各都道府県に少なくとも１名、大体１４０名程度を目途に養成する予

定となっております。 

東京都からは、本日、委員としてもご出席いただいております日本医科大学多摩永山

病院の中井先生と、日大板橋病院の細野先生に加えまして、小児科の代表として、都立

小児総合医療センターの清水先生に、１２月に行われた研修にご参加いただきました。 

国は、今後もリエゾン研修を継続する予定とのことですが、都としてもリエゾンの活

用を始め、災害時における周産期医療体制について検討を行うため、平成２９年度中に

「災害時周産期医療体制検討部会」を設置したいと考えております。 
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資料８が周産期医療体制整備計画改定部会と災害時周産期医療体制検討部会を設置し

た際の東京都周産期医療協議会と部会、連絡会の図となっております。よろしくお願い

いたします。 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、来年度から新たに二つの部会を立ち上げる

ということで、一つ目は、国の従来の周産期医療体制整備指針を国の医療計画の中に入

れて法的に周産期医療も整備しようということになりますので、東京都では東京都の周

産期医療体制整備計画を平成２７年に制定したところではありますけれども、国のこの

ような流れに従い、まだ途中ではありますけれども、新たに部会を立ち上げて、東京都

の今後の計画、周産期体制整備計画をつくろうということですね。ただ、既に内容の充

実したものができておりますので、大きく変えないといけないというようなことは余り

予測はしておりませんけれども、一応、国のこの医療計画に合致するようなものをつく

るということで一つ部会を置くということと、それから、同じくこの新しい国の整備指

針の中には、大規模災害のときの周産期医療の対応というのがありますので、これにつ

きましては前回の整備計画にはまだ十分織り込まれておりませんので、大規模災害に対

する対応をどうするかということで、もう一つ部会を設けるということのご提案になる

かと思います。 

したがいまして、まず、一つ目の新たな周産期医療体制の検討部会に関しましては、

どうでしょうか、ご意見ございますでしょうか。皆さんご存じのように、国では新たな

整備指針が出されますので、それを踏まえたものになるとは思いますけれども、既に藤

井部会長のもとでつくられておりますし、全国に先駆けてつくられた非常に先駆的な内

容になっておりますので、それが逆に言うと国の指針にもある程度参照されているとは

思いますけども、ご意見よろしいですか。 

では、まずこの整備計画をつくる周産期医療体制整備計画改定部会ということを来年

度に設置するということでご承諾いただいたということでよろしいですか。 

（異議なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） はい。 

  では、続きまして、この大規模災害時の周産期医療についてです。今、事務局から説

明ありましたように、災害時小児周産期災害リエゾンという、こういう名前で活躍され

る方々を今、全国で養成しておりまして、多くの県はお二人で、人口の多い県は３名と

いうことになっております。東京都からは先ほどご紹介いただきました３名、この協議

会からはお二人の委員の先生に出ていただきまして、その内容も踏まえて大規模災害の

周産期医療のあり方について、これも部会を設置して検討しようというご提案ですけれ

ども、ご意見どうでしょうか。 

中井委員と細野委員、このリエゾンについて追加でご説明いただけますでしょうか。 

○中井委員（日本医科大学） これは国の事業で、いわゆる災害コーディネーターのもと

で周産期や新生児医療に関して、その助言を与えるという立場のものだそうです。東京
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都はほかの他府県と違って１０倍ぐらいの規模のあるところですから、この人数でも厳

しいんじゃないかなというところが感じているところで、また、これは来年度もその次

も、次年度も継続事業と聞いておりますので、同じような人数のこういうリエゾンをま

たつくっていただいて、協調してやっていければいいなと思っています。 

○楠田会長（東京女子医科大学） これは２日間の講習でしたか。 

○中井委員（日本医科大学） 講習は一日です。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 一日、朝から。 

○中井委員（日本医科大学） 長いです。朝から晩までです。 

○楠田会長（東京女子医科大学） では、もう災害医療のかなりエキスパートですね。 

  はい。 

○藤井委員（東京大学） これは災害のときに先生たちが集まるわけですけど、都道府県

で１カ所という前提ですね。 

○中井委員（日本医科大学） 恐らく県によって違うのではないかと思います。 

○藤井委員（東京大学） 今のところは先生たちだけだと１カ所しか東京はできないわけ

ですよね。 

○中井委員（日本医科大学） そうですね。 

○藤井委員（東京大学） 体をあけられないから。 

○中井委員（日本医科大学） いや、ですから、どこで地震が起こるかによって、いろい

ろ東京はパターンもありますし、補助をしていただくような、もちろんここの委員会の

メンバーの先生方もそうだと思うんですけれども、そういう組織図をまずつくったりし

ないといけないのかなというような感じはします。 

○藤井委員（東京大学） この講習会は次年度もやるんですよね。 

○中井委員（日本医科大学） 継続です。 

○宮澤事業推進担当課長 はい。そのように聞いています。国で来年度もこの研修を行う

と聞いています。 

それで、今お話に出ました、具体的にどのように集まるのか、どこに集まるのかとい

う話も含めまして、そのあたりを災害時周産期医療体制検討部会ということで、来年度

立ち上げます部会の中で検討していきたいと思っています。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ほか、ご意見どうでしょうか。恐らく救命の先生方は、

東京都に災害のコーディネーターのような方が何名かいらっしゃるんですよね。 

○中井委員（日本医科大学） 各圏域医療圏の中には１名ずついますし、それから、板橋

区なら板橋区の中でコーディネーターが任命されて運営されております。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 恐らく大規模災害が起これば、災害対策本部はこの都

庁の建物、立派だから絶対ここに置けると思うので、ここになるべくリエゾンの方は、

はってでも来ていただくということになるんだと思います。 

  はい。 
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○木下教授（日本大学） １点よろしいでしょうか。ぜひこの委員会にしましても、研修

の参加にしましても、救急側から見た小児医療ということで、救急部門の医師の参加と

いうことを考えていただければと思います。 

○宮澤事業推進担当課長 貴重なご意見ありがとうございます。部会の委員につきまして

は、今後検討していきたいと思います。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 資料の８の左下に災害時周産期医療体制検討部会（仮

称）の構成がありまして、委員はこういう方々がなる予定になっております。 

  ほか、ご意見よろしいですか。 

（なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） では、この二つの部会を新たに設置することに関して、

ほかにご意見がないようでしたらお認めいただいたということにさせていただきます。 

  では、この件も承認ということにさせていただきます。 

  そうしますと、一応、協議事項は終わりですので、あとは報告事項に行きたいと思い

ますので、まず一つ目、周産期搬送体制検証部会の報告を事務局、お願いします。 

○事務局 それでは、資料９、東京都胎児救急搬送システムによる搬送事例の状況につい

てご説明いたします。 

  胎児救急搬送システムは、平成２５年３月から運用を開始いたしまして、３年が経過

しようとしているところでございます。システムの概要については、参考資料の３と４

にありますので適宜ご参照ください。 

  各医療機関から搬送受け入れした事例の報告をお願いしたもののうち、平成２５年１

１月から平成２８年１２月まで報告があったものの実績を集計しております。 

  まず、１番の要請理由のグラフですが、平成２５年度は５カ月間、平成２６年度、平

成２７年度が１年間、平成２８年度が９カ月ですので単純に比較ができないのですが、

平成２７年度までは年々件数は増加傾向にあったのですが、平成２８年度に入りまして

件数が減少しております。要請理由については、本来の対象疾患である常位胎盤早期剥

離と早産期の胎児機能不全がほとんどですので、適切に利用されていると考えておりま

す。 

  ２番のブロック別件数ですが、このシステムでは、原則的にブロック内総合周産期セ

ンターが受け入れることになっております。表をご覧いただきますと、全体で８割の事

例がブロック内の総合周産期センター、地域センター、連携病院で受け入れられており

ます。依頼件数では、区西南部と区東北部、多摩が多くなっておりますが、それぞれブ

ロック内で７割から８割程度受け入れている状況にございます。 

  では、ブロック内総合でどれぐらい受け入れているのかといいますと、２ページ目の

３番、受入れ病院種別をご覧ください。約５割の事例がブロック内の総合周産期センタ

ーで受け入れられております。 

  続いて、４番の母の年齢ですが、３０代が６９．３％を占めております。平成２７年
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度の母の年齢別出生数では、３０代の出生数は約６６．６％ですので、ほぼ割合として

は同じぐらいと言えるかと思います。 

  次に、３ページ目の６番の疾患名をご覧ください。受け入れ後の診断名は常位胎盤早

期剥離が４５％、胎児機能不全が４１％でした。その他１２件は、一過性胎児徐脈や胎

動減少、足位の陣発・排臨などでした。 

  続いて、４ページ、７番の病着までの時間（要請から病着まで）です。ここで言う要

請とは搬送元から搬送先への要請時間のことですので、東京消防庁で記録している、い

わゆる覚知の時間とは異なります。時間が判明している９４件のうち、６５％が１時間

以内でございました。 

  続いて、８番の分娩までの時間（要請から分娩まで）ですが、時間が判明している９

８件中、２４時間以内に分娩になったのは８７件でした。また、分娩までの時間は疾患

によって差がございまして、常位胎盤早期剥離では比較的早く、胎児機能不全では状況

によるため、すぐに娩出するケースと、ある程度もたせるケースがあり、時間にばらつ

きが見られました。 

  次に、５ページ目、９番の分娩様式ですけれども、９割近くが帝王切開で、経膣分娩

が１２件、そのうち死産となったのが７件でした。 

  １０番の母の転帰では、９０％が退院しており、妊娠継続したものが１０件でした。

転院したケースでは、母体がＤＩＣや急性妊娠脂肪肝、あとは胎児胸水が出現したため、

帝王切開後すぐに逆搬送したことなどが理由となっております。 

  それから６ページ目、１１番の出生体重では、２，５００グラム未満の低出生体重児

が約８割を示しており、平均体重は１，７８５．８グラムでございました。 

  最後に、１２番の児の転帰ですが、退院が９０人で８６％、転院が３人で３％、死亡

が１１人で１０％でした。死亡した児は、早剥や胎児機能不全から子宮内胎児死亡とな

ったもの、それから、低出生体重による壊死性腸炎や重度の心不全等によるものでござ

いました。 

  胎児救急搬送システムについては以上となります。 

  このまま引き続きまして、Ａ３判の資料１０－１、母体救命搬送システムの実施状況

の推移についてご説明いたします。 

  東京都母体救命搬送システムの概要については、参考資料３と参考資料５にございま

す。 

資料１０－１には、平成２２年度から平成２７年度までの実績の推移を載せてござい

ます。東京都の出生数と東京都の妊産婦死亡数は暦年で、それ以外のデータにつきまし

ては年度となっております。 

東京都の出生数は年々増加傾向にございまして、都内の周産期センターにおける母体

搬送受入件数も増加傾向にあります。平成２６年度だけ一時的に減少はしていますが、

平成２７年度は再び件数が増加しております。 
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  母体救命搬送システムによる搬送事例の件数も年々増加傾向にございまして、平成２

７年度は１７３件でした。月当たりの平均件数も、平成２６年度は約１０件でしたけれ

ども、平成２７年度は約１４件と、約１．５倍増加しており、平成２８年度についても、

さらに増加する見込みとなっております。 

  搬送種別を見ますと、一般通報が約３割、転院搬送が約７割で推移しておりましたが、

平成２７年度は、一般通報が約４割、転院搬送が約５割と、一般通報の割合が増加して

おります。これは、平成２７年度に東京消防庁で、救急隊が現場で重症度を判断する際

に使用いたします疾病観察カードの見直しを行ったことで、妊婦の重症となる適用枠の

期間が、周産期という表現から、妊娠初期から産褥期という形で、妊娠初期から含まれ

るようになったことや、新たに意識障害が項目として加わったことなどが影響している

と推察されます。これによりまして、一般通報の現場で重症と判断され、母体救命搬送

システムで搬送されている人が増えていると考えられます。 

また、重篤・重症症例の割合も、平成２６年度は７８．９％でしたが、平成２７年度

は６７．１％に下がっており、これについても一般通報の増加がやや影響していると思

われます。 

  前後しますが、収容施設種別については、スーパーの施設が約５割、それ以外が約５

割で、この比率というのはあまり過去の数字から変化がございません。 

  母体死亡事例は、平成２６年度は２件ございましたが、平成２７年度は、このシステ

ムで運ばれた方については０件でした。 

  母の年齢が３５歳以上の割合はほぼ横ばいとなっており、平成２６年度から平成２７

年度にかけてはやや減少しております。 

  平均搬送時間、選定時間、それから選定回数についても横ばいで推移しております。 

  そして、診断後の疾患名ですが、出血性ショックが最も多くなっており、次に多いの

が産科ＤＩＣという傾向に変化はありませんが、平成２７年度は、先ほど申し上げた疾

病観察カードの見直しを行っていることもありまして、意識障害が４番目に多くなって

おります。 

  Ａ４ホチキスどめの資料１０－２ではやや詳しいデータも掲載しておりますので、後

でご確認いただければと思います。 

  このまま続きまして、資料１１の説明に入らせていただきます。Ａ３判の資料１１－

１、東京都周産期搬送コーディネーター実績の推移についてご説明いたします。 

  コーディネーター制度については、参考資料６でご参照いただければと思います。 

  資料１１－１には、平成２３年度から平成２７年度までの実績を掲載してございます

が、先ほどと同じで、東京都の出生数のみ暦年で、そのほかは年度となっております。

周産期センターにおける母体搬送受入件数、それから新生児搬送受入件数、これは他県

からの搬送も含みますけれども、平成２６年度は一時的に減少しているものの増加傾向

にございます。 
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  一日のコーディネーターの搬送調整件数について、こちらは他県からの搬送は含みま

せんが、平成２６年度から平成２７年度にかけて、一日の平均件数が１．５件から２．

２件に増加しております。平成２８年度もやや増加する見込みとなっております。 

  転院搬送と一般通報の割合は、平成２６年度、平成２７年度ともに転院搬送が約６割

で、一般通報が約４割でした。 

  患者種別では、母体搬送が圧倒的に多く、母児両方というのは自宅等で出産してしま

った墜落産のケースになります。 

  受入施設種別ですが、総合センターが約５０％、残りを地域周産期センター、周産期

連携病院で受け入れております。 

  続いて、転院搬送の内訳についてです。総合の調整ですが、全部調整は、ブロック内

総合が受け入れ不可の場合にブロック内の周産期センター等全てに対して受け入れ要請

を行うものです。一部調整は、一部の周産期センター等に対して行うものです。各項目

の割合にそれほど変化は見られません。 

  それから、平均照会回数は、搬送調整件数が増加していることや、都内のＮＩＣＵの

空床状況が厳しい時期があり、３．１回と増えております。 

  転院搬送理由は、平成２４年度以降、上位４項目に変化はございません。 

  では、２枚目をご覧ください。続いて、一般通報についてです。上から四つの項目、

各平均所要時間と平均照会回数に大きな変化は見られませんでした。平均照会回数が転

院搬送より一般通報のほうが多いのは、転院搬送はコーディネーターが一人で電話をか

けて調整するのに対し、一般通報は、現場の救急隊や消防庁の司令室の司令員とともに

同時並行で調整するので回数が自然と多くなっております。 

  それから、一般通報の初診時診断名ですが、平成２５年度、平成２６年度と切迫早産

が最も多かったのですが、平成２７年度は、これまで上位４項目には入っていなかった

切迫流産が入っております。周産期搬送コーディネーターは、原則的に周産期、妊娠２

２週以降の案件を扱うのですが、２２週未満であっても、消防庁から協力選定依頼があ

れば調整の協力を行っております。昨年度は、その協力依頼の件数が増えたため、コー

ディネーターが扱う切迫流産の件数が増えて、結果として最も多くなったと考えられま

す。 

  未受診について、３０％前後で割合は緩やかに減少しながらの推移となっております

が、件数は増加傾向にあります。未受診妊婦の内訳について、最も多いのは初産婦で、

母体の年齢は２０代が最も多くなっております。 

  Ａ４ホチキスどめの資料１１－２では、もう少し詳しいデータも掲載しておりますの

で、後程ご覧いただければと思います。 

  以上でございます。 

○楠田会長（東京女子医科大学） はい。それでは、ただいま、周産期搬送体制検証部会

からの報告ということで、胎児救急搬送システム、母体救命搬送システム、それから周
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産期搬送コーディネーターの実績の報告をしていただきました。この内容に関しまして

は、周産期搬送体制検証部会で議論をしておりますけれども、重複されて委員されてお

られる方もいらっしゃいますし、今回このデータを見られた委員の方もいらっしゃると

思いますので、貴重な機会ですので、もしご意見があればお聞きしたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

○中井委員（日本医科大学） 日本医科大学の中井です。胎児救急の件数が激減した要因

がわかりません。今年度は、適用疾患以外がほとんど含まれていませんよね。これは何

か運用が適切になった分少し件数が減ったとか何かとは考えたんですか。 

○事務局 平成２８年度の件数については、全て病院からご報告いただいたもので載せて

いますので、これ以外の疾患のものを除いているということはありません。なので、使

い方については、少なくとも報告されているものについては適切に使われていると思う

んですけれども、やはり搬送元への周知が足りないのかなとも思います。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ぜひ、それは我々のほうからもお聞きしたいんですけ

ども、いわゆる周産期の管理がよくなって、頻度が減ったというのもなかなか難しいと

思うので、自分のところで何とかできる体制がより整備されたんですかね。周知という

意味では、３、４年既に経っていますから、ある程度はできているかなと思うんですけ

ども。 

○中井委員（日本医科大学） 死亡率は減ったんですよね。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 母体救命の死亡率は減りました。 

○中井委員（日本医科大学） いえ、胎児救命の死亡率です。胎児の死亡率がまだ１０％

ありますけど、胎児救命搬送システムができる前の周産期センターの早剥の搬送例の死

亡率は下回ることができているということでしょうね。 

○事務局 以前、平成２２年度に中井先生に早剥調査をしていただいたときの児の死亡率

と、対象が違うので単純に比較はできないんですけれども、それと比較しますと、胎児

救急搬送システムの児の予後のほうが改善はされていると出ています。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 早剥が全くランダムで起こるとすると、ある程度入れ

る施設が増えたということになるんですか。 

○藤井委員（東京大学） これは母体搬送のほうが５０でいきなり増えているので、恐ら

く早剥とか、そういうものはおなかが痛くなるので母体搬送としてカウントされている

可能性があると思うんですね。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ほかは何かご意見、どうでしょう。 

 

○楠田会長（東京女子医科大学） では、胎児救急搬送システムの件数が減っていること

について、まだ十分その背景が解明されておりませんが、結果だけすれば、本当に胎児

救急の対象が搬送されているということになりますし、最終的な搬送数の結果は年度末

にわかるんですよね。それが大きく増えていれば、またそれは問題だと思いますけれど
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も、そうでないならば、先ほどのご意見あったように、激しい痛みとか、そういうので

母体救命に行っている可能性は確かにあるかなと思います。 

  はい、どうぞ、板倉先生。 

○板倉委員（順天堂大学） 順天堂、板倉でございます。 

どこの搬送システムに乗ったかは、それぞれ変わると思うんですが、これだけの取り

組みをやっていて、アウトカムを見ようと思うと、周産期死亡率という、そういう数値

で見れば、全体なわけですよね。この搬送システムの中の死亡がどれだけとか、この搬

送のシステムの中でどうだというのではなく、東京都全体の周産期死亡率を５年間で見

たらどうなるのかというのが気になるんですけども、そういうデータはございませんか。 

○宮澤事業推進担当課長 今、手元に周産期死亡率のデータが、人口動態等保健指標とい

うことで載っているんですけれども、これも年々低下しています。直近の数字でも低下

していると考えています。平成２１年以降、いろいろな取り組みをしてきているんです

けれども、その効果はある程度、指標上では見られると思っています。 

○板倉委員（順天堂大学） 最終的にそこに持っていけるような形というのは、あるいは

そういうのがどこかの資料に出るようにしていくと。これだけシステムが成熟してくる

と、何のシステムによって搬送されたかではなく、最終的にやっぱり一番大事なことは、

児のアウトカム、お母さんのアウトカムがいいことなんだと思うので、そういうふうな

持っていき方というのをお願いできたらなと思います。 

○宮澤事業推進担当課長 貴重なご意見ありがとうございます。それは今後の保健医療計

画等を考えていく上でも、目標をどういうふうにするかということだと思いますので、

そのようなことも踏まえまして、今後、取り組んでいこうと思います。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 周産期死亡率とは３．幾つだから、年間周産期死亡の

絶対数としては３００名ですかね。かなり少なくなっているんですよね。新生児死亡率

は今１切っているので、東京都で年間亡くなる新生児は、もうこれも１００名切ってい

るんですよね。非常に少ない数字になっていて、新生児死亡に関しては、新生児死亡登

録事業というのを東京の新生児研究会でやっていて、どういう亡くなり方をされたかと

いうのは、一部、データを集めさせていただいていて、多くの場合は、先天異常か、本

当の早産、超早産ですね。だから、かなり改善されてきているとは思いますけども、胎

児死亡まで入れると、また話は別だとは思いますけども、先生の言われる、どこかで折

れ線のように減っているところがあれば本当はいいんだと思います。あと、全国的にも

毎年下がっていて、東京だけ下がっているというわけではないので、その下がるスピー

ドがどうかというのも問題とは思います。 

  ほか。この胎児救急、それから、母体救命のほうはどうでしょう。これはかなり対象

数が増えておりますけれども、幸い妊産婦死亡は平成２７年度はゼロで、平成２８年度

も今までのところは、事務局、どうでしょう。 

○事務局 平成２８年度も増えています。 
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○楠田会長（東京女子医科大学） ごめん、母体死亡。 

○事務局 このシステムに乗った人の死亡は、１名だけですね。 

○楠田会長（東京女子医科大学） かなり対象も増えて、受け入れ施設も増えているとい

う状況です。 

  あと、周産期搬送コーディネーターのほうはどうでしょう。これも実績がかなり上が

りまして、平成２７年度では年間８００件で、平成２８年度もさらに増えているという

状況だそうですけれども、何かご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） これは周産期搬送コーディネーターの方々の実績は年々

上がっており、しかもこの全部調整と表現してありますけれども、総合周産期の先生方

が電話を何度も何度もかけないといけないようなことはもう、ほぼないだろうと想像さ

れますので、これはそういう周産期死亡率とか新生児死亡率にはあらわれない成果だと

思います。 

よろしいですか。では、この後も報告事項は続きますので、もし何か気づかれたこと

があれば、後でご発言いただいてもお受けしたいと思います。 

では、続きまして、ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援の取組についての報告を事務局、

お願いします。 

○事務局 退院支援を担当しております春日と申します。よろしくお願いいたします。 

  資料１２になります。平成２８年度ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援の取組でござい

ます。 

  まず、左上の１番目、ＮＩＣＵに入院しているお子さんの退院に向けて、院内外の調

整等を行っていただいております、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの配置につい

て、東京都としては配置していただくようにということで取り組んでいるところですが、

平成２８年度につきましては、２６施設でこの役割を担う職員の方を置いていただいて

いるという状況です。内訳としましては、ここに示してあるとおりです。 

  その下段になります、このコーディネーターさんについて連絡会を年３回実施してお

ります。勉強会を兼ねて講師の方をお招きして、ご講演いただいた後、情報交換という

ことでグループワークを持つ時間帯を設けております。第１回目は、１１月３０日に行

っており、これは地域の保健師との連携を深めるということで合同で開催をいたしまし

た。２回目は、つい先日実施をしています。３回目につきましては、３月に実施をする

予定でございます。 

  右の上の段になります、在宅移行支援病床運営事業でございます。これはＮＩＣＵか

らＧＣＵに移り、その後、お家に帰るまでに小児科病棟等で、その中間病床として、お

家に帰るまでに医療ケアについてお母さんに学んでいただいたり、いろんな調整をする

ということで運営をしていただいているものです。平成２８年度につきましては、８施

設、４１床で運用していただいております。 
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  その次の在宅療養児一時受入支援事業でございます。これはＮＩＣＵ等入院されてい

たお子さんがお家に帰られた後、定期的な医学管理や保護者の方の労力の一時支援とい

うことで、レスパイト的にお使いいただくということで事業を実施していただいており

ます。平成２８年度１５施設、３３床で実施をしていただいております。 

  下の段の小児等在宅移行研修事業でございます。これは各職種ごと、また、３段目に

あります多職種合同研修につきましては、多職種でチームを組んで支援をするというこ

とが大事になりますので、いろいろな職種の方と合同の研修を２日間で実施をする予定

で、本年度も２月１１、１２日に行う予定になっています。今年度からは、特別支援学

校の教員の先生と地域の相談支援事業所の相談支援専門員さんにもご案内をしておりま

す。今まで教育の部分にはご案内をしていなかったんですけれども、新たにご案内をさ

せていただいて、多職種で今年度１５０名募集をしています。かなり多くの人数の方の

ご参加の希望があり、少しお断りをさせていただいている状況になっています。 

  保健師向けの研修は先ほど申しましたように、ＮＩＣＵ等入院児支援コーディネータ

ーの連絡会と合同で行っています。 

  診療所の医師向けですけれども、今年度は座学ではなくて実習という形で、実際に小

児在宅の訪問診療をしていらっしゃる診療所の先生に同行して、実際の場面を見ていた

だいて学んでいただくということで実施をしました。 

  最後に、指定二次救急医療機関の職員向けの研修でございます。こちらは、先ほど申

しました在宅移行支援病床運営事業や在宅療養児一時受入支援事業について、指定二次

の医療機関にもぜひ実施をしていただきたいということで、職員の方向けの研修として、

看護師対象の研修と理学療法士の方の対象の研修を都立小児総合医療センターで実習と

いう形で、これも講義と実習とまぜて数日間の研修をしています。 

  最後の看護師対象の研修は都立の東部療育センターで、重症心身障害児施設で病院を

退院されてお家に帰られた後の施設の利用の実際を見ていただくということで、研修を行

っております。 

  私からは以上でございます。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援の取り組みのご報告

をいただきましたけれども、ご意見ございますでしょうか。 

  細野委員副会長、何か追加でご意見ありますでしょうか。 

○細野委員（日本大学） いろんな問題点を今年抽出したりしてやっていきましたが、基

本的には成人の在宅と違い、ケアマネジャーがいない中でやっていかなきゃいけないとい

うことで、それにかわる方、入院児支援コーディネーターが中心にやらざるを得ない現状

があるということがわかってきましたし、在宅に関しては小児科の先生方は余り慣れてい

らっしゃらなくて、逆に成人の先生方のほうが慣れている点があり、小児の特殊性をわか

っていただいて、やっていただければ割合すそ野が広がっていくんじゃないかということ

がありました。 
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  ただ、そうはいっても、成人の先生方にお願いをした場合、状態が悪いときに緊急で

自分たちで病院を探すというのは非常に難しいということで、ご意見としては特に高次医

療機関がほんとに早く、元の機関がすぐ受け取っていただいて、こちらのほうで状態を見

て、入院先を探してもらえるような状況ならば、成人の先生は十分対応できるということ

で、そういうことを含めていろいろ今後検討していかなきゃいけないので、来年度以降、

またやっていくことになると思います。 

○楠田会長（東京女子医科大学） はい、ありがとうございます。 

  小児の在宅に関しては、東京都医師会でも何か取り組まれていますか。 

○正木委員（東京都医師会） ここにも載っていますけど、いわゆる専門になさっている

病院があります。この先生方をお呼びしたりして勉強会を開いたり、そして手上げをして

いただいて、まず、一般的な開業医の先生方にはなるべく軽症の人を扱ってもらうという。

今後、我々が考えているのは、やはりグループでやっていかないとどうにもならないとい

うことです。やはり我々も当然いないときがあるし、ほかの仕事で手が離せないときもあ

るしということで、グループでやっていこうという、そういう組織づくりをやっておりま

す。小児科も当然大事なんですけど、内科でやっている在宅の看護師さんたちの力を借り

て、やっていかないとだめなんじゃないかなという、これは大きな意味で他職種連携とい

うことになるかと思います。 

○楠田会長（東京女子医科大学） はい、ありがとうございます。 

  医師会でも小児在宅については取り組んでいただいておりまして、今、お２人の委員

からご発言がありましたように、実際に成人のほうも非常に数が多いですけれども、その

中でも小児の特殊性がありますので、そういうものを考慮した体制がより、充実すればと

期待するところであります。 

  ほか、ご意見どうでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○楠田会長（東京女子医科大学） それでは、このＮＩＣＵと入院時の在宅移行支援の取

り組みのご報告は終わりまして、その他の項目になりますけども、事務局のほうよろしく

お願いします。 

○事務局 では、最後に、資料１３をご覧ください。様式の変更についてご説明いたしま

す。 

  資料１３の搬送調整依頼書（診療情報提供書）の変更（案）についてでございます。 

  現在、搬送元医療機関がブロック総合ですとか、周産期搬送コーディネーターに送付

する搬送調整依頼書につきまして、コーディネーターから出産予定日の記載があったほう

がわかりやすいという意見がございましたので、部会でも検討いただきましたが、資料の

右側のとおり出産予定日欄というを設けまして、平成２９年度から新たにこちらの様式で、

使用したいとい考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 
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○楠田会長（東京女子医科大学） これは搬送体制検証部会で一応、議論していただきま

したけれども、本日、資料１３の右の新のほうにありますように、従来は何週、何日とい

う記載だけでしたが、出産予定日を書いていただいたほうがコーディネーターの判断基準

として明確に伝わりやすくなるということで、これを次年度から調整依頼書に追加をする

ということですけども、この協議会としても特に問題がなければそういうふうにさせてい

ただこうと思います。特に搬送されるほうとしても問題はないですかね。よろしいですか。 

  今後は、この新しい用紙に変えて、搬送依頼をしていただくということになるかと思

います。 

  それから、一応これで事務局から出していただいた報告事項、議題は以上なんですけ

ども、もう一つその他として、関沢委員から一つ協議というかご意見をいただきたいこと

があるということで、お願いします。 

○関沢委員（昭和大学） 東京都に要望ということでお願いをしたいですけど、東京都福

祉保健局が行っているんだと思いますけれども、東京都地域医療医師奨学金制度という、

将来、小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療に従事することを条件に、医学部５

年、６年生に奨学金を出す制度があります。その奨学金を受け、今度昭和大学に入ってく

る学生がいるのですが、その奨学金は初期研修後３年間東京都都内で勤務することが義務

づけられています。 

  日本産婦人科学会の産婦人科専門医なんですけれども、平成２９年から新しいシステ

ムになり、その専門医の研修は３年間、研修をすることになっておりますが、３年間のう

ち、１カ月は地域研修ということで、地域に行くようにという要綱が新しく加わっていま

す。 

  それが加わった理由は、東京に産婦人科医がいっぱい集まっていて、そういった枠が

ないと地域から引き上げてくることになるんじゃないかというようなことがあって、おそ

らく、産婦人科学会が自主的にそういうものをつくったということになります。 

  仮に昭和大学にそういう学生が来たとすると、地域研修をするためには多摩地域に行

けばいいということになるわけなんですけれども、全体の中で多摩地域が本当に地域医療

として認められるかどうかというのはまだ不確定らしいという情報もありまして、そうい

う学生さんは３年間東京都から出られないと、専門医の１年を遅らせる必要があるのかと

いうところが問題として出てくるかなというふうに思います。 

  新しい制度がここで新しく加わったということで、その辺を考えて少し、どういうシ

ステムがいいのかご検討をいただければなと思っております。 

  よろしくお願いいたします。 

○宮澤事業推進担当課長 ただいま、いただきましたご意見等につきましては、持ち帰り

まして検討をしたいと思います。 

○藤井委員（東京大学） 私、日本産婦人科学会の理事長をしています。現在の制度でや

るとすると日本産婦人科学会では地方の定義がございまして、東京都で言えば東京２３区
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以外と定義しております。ですので、多摩地区は地方になるんですね。また、多摩地区の

基幹施設はだめなので、基幹施設ではないつまり、例えば、多摩総合とか杏林大学はだめ

なんです。 

  中井先生のところは基幹施設になっていますか。…なっていない。 

  今のところそれでいけるんですが、問題は専門医機構の都会部の定義は東京都全体な

んですね。そうなりますと東京都の中にいる限りは、その地域枠の学生は３年間では専門

医はとれないということになってしまって、これは外に出ていいかどうか、局が違うのか

もしれないんですけど、この辺、要するに産婦人科という科そのものが地方みたいなもの

ですので、その辺の配慮、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  へき地医療みたいなものですのでよろしくお願いします。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ということで、専門医制度に絡んだことになりまして、

専門医制度も刻々と動いておりますけれども、ただ、そういう地域医療を義務づける方向

には一定の力がかかっておりますので、そういう方向はある程度、考慮しないと対応でき

ないかなと思います。 

○藤井委員（東京大学） これは東京都の方がどのぐらい理解されているのかわからない

のですが、専門医機構の会議に行きますと、東京都は悪人です。要するに、全国の平均レ

ベルの２倍ぐらい医者を集めていますので、そこから外を出さないという制度は多分、ほ

かの道府県から見ますと、とんでもない制度ということになりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○楠田会長（東京女子医科大学） ほか、お聞きすることは特にございませんけれども、

なかなか機会がありませんので、ご意見がありましたらお聞きしたいと思います。どうぞ。 

○木下教授（日本大学） 日本大学の木下でございます。 

  各論になってしまうのですが、母体搬送の千葉県から東京都へのイメージ図の中で産

科施設からのスタートになっておりますけども、これは現場の救急隊が患者さんに接触を

して、そこから母体搬送に上がるようなケースというのはないんですか。必ず一般産科か

らになるんですか。 

○事務局 一般通報は対象外ですので、転院搬送のみが対象になります。 

○木下教授（日本大学） わかりました。 

  ２点目は、千葉県の母体搬送コーディネーターから東京都のコーディネーターに連絡

が入ってくるところの、重症度の基準あるいは、緊急度の指標は一致しているということ

でよろしいでしょうか。 

○事務局 埼玉と神奈川にも言えるんですけども、明文化はされておりません。ただ、転

院搬送ですので、当然、ドクターがいるところから搬送されてきますので、その搬送元ド

クターが県域越えを耐えられるとご判断していただければ、それで搬送という形にはなり

ます。 

○木下教授（日本大学） 最終的に調整が東京都でできなかった場合には、千葉県に戻す
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ということになっていますが、これは戻っても千葉県内でないものはないんですよね。 

○事務局 実際、埼玉なども結構、件数が多いですが、都内もかなり厳しい状況が続くこ

とがございます。そうなると、これ以上他県の患者さんを受け入れた場合、次に都内の患

者さんが発生した場合、受け入れ先がないということもございますので、そういうときに

はお断りしております。あくまでも、都内患者さんを優先ということで、それは千葉県も

同じですけれども、そういう形でやらせていただきます。 

○木下教授（日本大学） ありがとうございます。 

○楠田会長（東京女子医科大学） はい、ありがとうございます。 

  どうぞ。 

○光山委員 多摩総合の光山です。 

  先ほどの胎児救急のことですが、スーパー母体救命のときは事後スーパーという形で

受けてみたら、スーパーではないというのがあるんですけど、胎児救急に関しては記憶で

はそういう事後みたいなものがなかったと思います。そうすると、早剥疑いなんだけどと

か、そういう形で受けてみたら、すぐにカイザーだよみたいな形の例に関した報告ができ

なかったと思うんですけれども。 

○事務局 胎児救急も事後はございます。例えばスーパーで受けたんだけれど、これは、

胎児救急でよかったのではないかとか、普通の二次の搬送で受けたんだけど、赤ちゃんが

危なかったから胎児救急のほうがよかったのではないかというものについては、事後胎児

救急という形で上げていただければと思います。様式は同じものを使用しております。 

○楠田会長（東京女子医科大学） 一応、情報は収集しております。どこまで、正確かと

いうのはもちろんわからないですけど、一応いただいております。 

  では、よろしいですかね。 

  先生方、皆さん方のご協力で時間を少し余らせて終わることができました。 

  では、マイクを事務局にお返ししたいと思います。 

○宮澤事業推進担当課長 楠田会長ありがとうございました。 

  本日、いただきましたご意見等につきましては、今後の東京都周産期医療の一層の向

上や改善に繋げていければと思います。 

  駐車券が必要な方は事務局までお声かけください。また、入庁許可証につきましては、

１階の出口で回収しております。そのまま、１階までお持ちください。 

  事務連絡は以上となります。 

  これをもちまして、第１回東京都周産期医療協議会を終了いたします。 

  本日は遅い時間まで大変ありがとうございました。 

（午後７時４４分 閉会） 

 

 


